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老朽化した建物の放置は、災害や木材の腐敗等により倒壊・破損する可能性があり、

住人や近隣の方々に甚大な被害を与える危険性があるため、解体や修繕工事、建替え等の対策が必要です。

弊社では、現況を踏まえ近隣環境や将来性なども考慮し、所有者様のご意向を基に最適なご提案をさせて

いただいております。
　　　　　　　　　　【実例】建替えのご提案（概略）
●ご相談者
　　　・現在は空き家となっている老朽化木造戸建て住宅と土地を相続

　　　・数年前に購入した分譲マンションに現在居住中

●ご相談内容
　　　・相続した空き家を有効活用したい

●弊社からのご提案
　　　　物件が自治体で建替等を推奨している対象区域で、解体費、建築費等の各種助成金を利用可能

　　　　地理的に駅近で、相続不動産の有効活用（賃貸ビジネス）に有利である

　　　　時流的に金融機関からの低金利融資が受けやすい

　　　　現入居中の分譲マンションから戸建てマイホームへの住替えをご希望

　などの理由から、

　　　　　　　　「 住 居 兼 共 同 住 宅 」 と し て 建 替 を ご 提 案
　　　　　　　　　　　　　（1階、2階を共同住宅として賃貸、3階住居）　
本年夏完成、運用の予定で現在順調に進めさせて頂いております。

本年夏完成、運用の予定で現在順調に進めさせて頂いております。

弊社ではご相談者様からの内容、状況等によりワンストップで “適した” ご提案をさせて頂いております。
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